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 高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす
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提案理由 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い改正しようとする。 

 



   高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 高山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４６年高山市条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （技術管理者の資格）  （技術管理者の資格） 

第１６条の２ 法第２１条第３項に規定する条

例で定める技術管理者が有すべき資格は、次

の各号のいずれかとする。 

第１６条の２ 法第２１条第３項に規定する条

例で定める技術管理者が有すべき資格は、次

の各号のいずれかとする。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専

門学校の理学、薬学、工学、農学若しくは

これらに相当する課程において衛生工学若

しくは化学工学に関する科目を修めて卒業

した後、４年以上廃棄物の処理に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑹ 学校教育法に基づく短期大学（同法に基

づく専門職大学の前期課程を含む。）又は

高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若

しくはこれらに相当する課程において衛生

工学若しくは化学工学に関する科目を修め

て卒業した（同法に基づく専門職大学の前

期課程を修了した場合を含む。）後、４年

以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

 ⑺ 学校教育法に基づく短期大学又は高等専

門学校の理学、薬学、工学、農学若しくは

これらに相当する課程において衛生工学若

しくは化学工学に関する科目以外の科目を

修めて卒業した後、５年以上廃棄物の処理

に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

 ⑺ 学校教育法に基づく短期大学（同法に基

づく専門職大学の前期課程を含む。）又は

高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若

しくはこれらに相当する課程において衛生

工学若しくは化学工学に関する科目以外の

科目を修めて卒業した（同法に基づく専門

職大学の前期課程を修了した場合を含む。）

後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

 ⑻～⑾ （略）  ⑻～⑾ （略） 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


